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Abstract  

This paper deals with comprehensive risk management on the safety of industrial parks including innovative 
mitigation methods in large scale natural hazards.  The present safety measures mainly focus on the facilities 
in industrial parks. To realize low risk society, those should include securements of lives of residents around 
the industrial parks and workers in the industrial parks, supply chains on land, maritime logistics, maritime 
activities of restoration works from the disaster. This paper focuses on 1)innovative countermeasures for 
mitigation of disasters by earth banks at the front of oil and gas storage tanks and submersible flexible pipes at 
the front of quay wall, 2)comprehensive risk assessment covering the safety  inside and outside the industrial 
parks, and safety on land and at sea, and 3)international comprehensive safety regulations including 
certification by third party organizations. 
 

1 章 諸 言 

2011 年 3 月 11 日の東日本大震災では，大規模な津波によ

って工業地帯の油貯蔵施設から大量の油が流出し，気仙沼市

街地は全焼した。今後，東海・東南海・南海連動型地震とそ

れに伴う津波の発生が予測され，東京湾，伊勢湾，大阪湾で

は大規模工業地帯への災害とそれに伴う有害物質の流出が懸

念されている。化学物質のリスク管理の分野では，EUの REACH

や，アメリカの Tox21のように，包括的なリスク管理規則が

策定されている。一方，石油コンビナート防災に関しては，

住民の生命財産，海上物流や海上からの災害復旧活動に大き

な影響をもたらす臨海部の油や危険物の流出やガス爆発によ

る災害に関する包括的なリスク管理が未整備となっている。

一方，ヨーロッパではその安全基準作りの動きが出ている。

日本は，地震・津波・火山などの自然災害の防災技術に関し

ては，先進国であり，国際的な規則の策定に，先導的役割を

果たせる。認証制度を伴う国際的基準策定を先導しているヨ

ーロッパの機関と，日本の防災の革新的技術を組みわせるこ

とで，世界の範となる国民の生命財産を守る臨海コンビナー

トの包括的国際安全基準の策定が急がれる。 

自然災害起因の産業事故（ natural-hazard triggered 

technological accidents）を一般に Natech と呼んでいる。

地震・津波災害に伴う石油コンビナートの事故は，その典型

的な例である。その他，台風，高潮，火山爆発，地球温暖化

などの自然災害に伴うものも含まれる。今年 3月仙台で開催

された世界防災会議のフォーラムの中で初めて，Natech が議

論された。しかも，技術や環境に起因する危機のリスク低減

が国連総会で採択された「2015-2030 災害リスク低減」仙台

フレームワークの中に取り入れられた。 

このNatechに関して，European Commission Joint Research 

Centre が中心となって，2003年，2007年に Natechに関する

ワークショップを開催している 1)。OECD（経済協力開発機構）

の化学事故作業部会（WGCA）では 2012年に Natechワークシ

ョップを開催した 2)。日本では，2015年 3 月に大阪大学が「大

規模工業地帯への自然災害の影響」という題目の国際シンポ

ジウムを開催している 3)。 

石油コンビナートに係る防災に関して，現在，石油コンビ

ナート等災害防止法と，消防法，高圧ガス保安法，災害対策

基本法その他災害の防止に関する法律が制定されている。そ

の中で，石油コンビナート等防災本部（都道府県）は，石油

コンビナート等防災計画を作成し，毎年これに検討を加える

ことが要求されているが，災害の想定の評価手法を示した「石

油コンビナートの防災アセスメント指針」がある。しかし，

工場労働者や住民の生命，海上物流や海上からの災害復旧活

動に大きな影響をもたらす油や危険物の住宅地区や海上への

流出やガス爆発による大規模災害に関する包括的なリスク管

理が未整備となっているのが現状である。またこの包括的な

リスク管理では，リスクを低減させる新しい技術の導入が重

要である。この包括的なリスク管理規則の導入には，国内の

法律や行政間の壁が障害となっている。一方，EU は認証制

度を伴う国際的な安全基準で先導的役割を果たしており，EU
との共同作業で，国際安全基準策定に取り組み，国内への導

入を図る道筋が描ける。 
東日本大震災を経験した今，大都市の臨海部に立地する石

油コンビナートの安全対策について，大災害が起きる前に，

油や危険物の住宅地区や海上への流出やガス爆発に伴う工場

労働者や住民の生命財産，海上物流や海上からの災害復旧活

動の安全確保を含んだリスクアセスメントを用い，抜本的な

災害対策を施しておくことが，求められている。それぞれの
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危険源に対して，リスクを見積もる。許容可能でないリスク

が残っていれば，再び安全方策を施すことにより許容可能な

リスクまで低減することが要求される。全体の安全性を総合

的に判断する第三者機関による認証制度を含む国際的な包括

安全基準の策定によって，施設の安全ばかりでなく，住民や

工場労働者の安全・安心，海上物流や海上災害復旧活動の安

全を確保する低リスク社会への構造変革をもたらすことにな

る。 
本論では，次の三点の構成要素について，議論する。 

1)革新的減災技術の導入 
リスクを低減させると同時にコストを抑えることが可能な

革新的減災技術として，津波の越流を防ぐ盛土の石油タンク

全面の護岸への設置，津波の流れを低減させる非常時のみ海

底から立ち上がるフレキシブルパイプ群の護岸全面の海底へ

の設置を挙げる。  
2)包括的リスクアセスメントの導入 
消防庁の「石油コンビナートの防災アセスメント指針」では，

油や危険物の住宅地区や海上への流出やガス爆発に伴う住民

や工場労働者の安全，陸側のサプラインチェーンの確保，海

上物流や海上の災害復旧活動の安全を含んだリスクアセスメ

ント手法への展開が望まれる。流出油の拡散と火災シミュレ

ーション技術，ガス爆発シミュレーション技術の開発と，海

上物流の安全や海上からの災害復旧活動の安全に関するシミ

ュレーション技術の開発を新たに行う。それらを取り込んだ

包括的リスクアセスメントを構築する。  
3)認証制度を含む包括的な国際安全基準の策定 
石油コンビナート施設の安全ばかりでなく，住民や工場労

働者の安心・安全，海上物流や海上災害復旧活動の安全を確

保するため，第三者機関による認証制度を含む国際的な包括

安全基準の策定を EU の機関と共同作業を通して行う。  
 Fig. 1 に全体の流れを示す。 

 

 
Fig. 1 Flow chart of research 

 

2 章 革新的減災技術 

2.1 盛土 
 常田と谷本 4) は，2011 年の東日本大震災のあと，津波被

害の現地調査を行い， 盛土が津波の越流を減らすのに効果的

であることを見つけた。そして Fig.2 に示すような岸壁，盛

土，盛土の上の植生，人工落堀の構造の組み合わせを提案し

た。この盛土を使った構造を，石油コンビナートの石油タン 

 
 
Fig. 2 Design concept against tsunami with sea wall, earth 

bank and manmade canal4) 
クの前面に配置することで，津波の越流を減らすのに効果的

であると考えられる。 

2.2 フレキシブルパイプ群 
 港湾内で平時は海上交通の障害にならず，津波来襲時のみ

作動する可動式の津波防波堤として，これまで，フラップゲ

ート式 5)，直立浮上式防波堤 6), 展張型幕防波堤 7）などが提

案されている。直立浮上式防波堤については，和歌山下津港

海岸（海南地区）で建設が計画されていたが，2015 年 2 月に

計画が取りやめになり，護岸かさ上げによる津波対策に切り

替えられることになった。この浮上式防波堤は当初，東海・

東南海・南海３連動地震を想定して設計されたが，2012 年 4
年に内閣府が公表した南海トラフ巨大地震の被害想定では機

能しなくなる恐れが出てきたこと，それに伴う地盤対策など

の追加費用が発生することが主な理由である。 
 一方，2004 年 12 月 26 日に発生したインド洋大津波による

南タイの沿岸の被害調査 8) から，マングローブ群，特にフタ

バナヒルギが，海中から気中にまで伸びる根の複雑な構造の

ため，津波被害を低減させるばかりでなく，流木，漂流物を

トラップする効果が大きいことが明らかにされた。 
 石油コンビナートへの津波被害を低減させる津波防波堤の

必要条件として以下の項目が挙げられる。 
1) 石油コンビナート地帯に侵入する津波のエネルギーを低

くすること， 
2) 平時には海上交通の妨げにならないこと， 
3) 津波来襲時に確実に作動すること， 
4) ガレキをトラップすること， 
5) 費用対効果が大きいこと。 
フラップゲート式，直立浮上式防波堤は，5 番目の項目につ

いて弱点がある。展張型幕防波堤は，3 番目，4 番目の項目に

ついて弱点がある。マングローブ群は，2 番目の項目に弱点

がある。 
 一方，アメリカ・カリフォルニア州中部からメキシコ北部

の太平洋岸に生息する褐藻類の海藻のジャイアントケルプの

機能を模倣したフレキシブルパイプ群を考えると，平時には

海底に丸く巻き取られ，津波来襲時にのみ圧縮空気によって

海面まで展張する方式を取るならば，上記 5 項目を満足する

ことが可能となる（Fig.3 参照）。フレキシブルパイプ群を石

油コンビナート前面の海底に設置することで津波減殺に効果

的であると考えられる（Fig.4 参照）9),10)。 
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Fig.3 Operation of flexible pipes in calm condition and in 
emergency condition 
 

 
Fig.4 Arrangement of flexible pipes  
 

3 章 包括的リスク管理 

3.1 石油コンビナート防災の施策 

これまでの石油コンビナート防災の施策は，石油コンビナ

ート等災害防止法（石防法）を中心に消防法，高圧ガス保安

法，災害対策基本法その他災害の防止に関する法律とともに，

規定されている。石防法では，石油や高圧ガス等の危険な物

質を大量に扱う地域であり，災害発生の危険性が大きく，ま

た災害発生時には極めて大規模な災害に発展する危険性が大

きい区域を，石油コンビナート等特別防災区域として決めて

いる。この特別防災区域が所在する都道府県に，石油コンビ

ナート等防災本部（防災本部）を置くことを規定している。

防災本部は，石油コンビナート等防災計画の作成と災害時に

緊急に統一的な防災活動を実施する必要があるとき，石油コ

ンビナート等現地防災本部を設置することが義務付けられて

いる。この石油コンビナート等防災計画の作成にあたっては，

科学的評価手法のひとつとして，消防庁が作成した石油コン

ビナートの防災アセスメント指針 11)が用いられている。 
石油コンビナート等の保安規制が，総務省消防庁，厚生労

働省及び経済産業省（「３省」）により，それぞれの所管法令

に基づき実施されているため，より一体的に指導監督を行う

ことを目指して，平成 26 年２月に内閣官房の主導により，

石油コンビナート等における重大な産業事故災害に係る情報

の交換及び原因調査・分析に係る連携などを目的とした「石

油コンビナート等における災害防止対策検討関係省庁連絡会

議」が設置され，平成 26 年５月に「石油コンビナート等にお

ける災害防止対策検討関係省庁連絡会議 報告書」が取りま

とめられた。そこで謳われた「石油コンビナート等災害防止

３省連絡会議」が設置された。 
一方，海洋汚染や海上災害の防止については，「海洋汚染等

及び海上災害の防止に関する法律」（海防法）で規定されてい

る。陸上施設から流出した油が港内全域に拡散した場合には，

指定海上防災機関として海上災害防止センターが，原因者（船

舶所有者や石油化学会社等）の要請によって，海上防災措置

に関する契約を締結して，油流出の場合は防除活動を，引火

性や有毒性の高い有害危険物質の流出や火災の場合は，現場

安全確保や火災消火活動も含めた対応を実施する体制をとっ

ている。一方，自然災害に起因する海上災害の場合，海防法

では，原因者に費用の負担をさせることができないことが規

定されている。それに対し石防法では，災害の範囲に自然災

害も含まれ，事業者の責務が免除されていない。 
3.2 石油コンビナートの防災アセスメント指針 

リスク解析手法の 1 つであるイベントツリー解析を適用し

たコンビナートの防災アセスメント指針は，平常時の事故，

地震時の短周期地震動による被害に対する確率的なリスク評

価，地震時の長周期地震動による被害，津波による被害（危

険物や高圧ガスタンクの被害のみ）に対する確定的な定量評

価を行っている。 
例えば，大阪府においては，石油コンビナート等災害防止

法に基づき特別防災区域に指定された大阪北港地区（約 360
万㎡），堺泉北臨海地区（約 1,801 万㎡），関西国際空港地区

（約 803 万㎡），岬地区（約 56 万㎡）の４地区がある。大阪

府石油コンビナート等防災本部により，コンビナート防災計

画の見直しに向け，本地震・津波被害想定等検討部会が設置

され，被害想定と防災・減災対策について報告書が作成され

た 12)。そこでは，南海トラフ巨大地震に起因する地震動や津

波により，石油コンビナート地区で発生が想定される災害と

その影響について，被災施設がどの様な被害を受けて災害に

発展するのかを「発生する一次的な事象」，「発生する二次的

な事象」，「その他想定を考慮すべき事象」に分類して整理し

ている。 
石油コンビナート地域における地震により想定される事象

として，強振動，長周期振動（主に油タンクのスロッシング），

地盤液状化，地盤沈下を取り挙げ，また津波により想定され

る事象として，津波，浸水，漂流（船舶，所内自動車など）

を取り挙げ，発災が想定される事象の評価に際して，「防止ア

セスメント指針を適用して定量的に評価する事象」，「定性的

に評価を行う事象」等に評価方法を分類している。 
定量的評価手法による被害想定に関して，石油コンビナー

ト等特別防災区域内の特定事業所（第１種・第２種）に設置

される危険物タンク，高圧ガスタンク，毒性液体タンク（危

険物・高圧ガスに該当しない毒性液体を貯蔵したタンク），プ

ラント（製造施設），タンカー桟橋(石油タンカー桟橋，LPG・

LNG タンカー桟橋)，パイプライン（事業所間を結ぶ導配管

で，第１～第４石油類や可燃性の高圧ガスを移送するもの）

を被害対象として，短周期地震動による被害（危険物の漏洩・

火災，可燃性ガスの漏洩・火災・爆発，毒性ガスの漏洩・拡

散等）では，確率的手法を用い，災害の影響度の推定モデル

として，ガス拡散モデルを用い，地域特性に応じた災害想定

を行うため，イベントツリー解析による災害の発生確率と影

響度の両面から総合的な災害危険性を評価し，相対的にリス

クが大きい想定災害を抽出する方法を採用している。長周期

地震動による浮き屋根式危険物タンクのスロッシング被害を

評価するため，消防庁の防災アセスメント指針を活用し，危

険物タンクのスロッシング波高から溢流量を算定している。

津波の波力・浮力による危険物タンクの影響を判定するため，

タンクの浮き上がりと滑動の可能性を予測する簡易手法であ

る「屋外貯蔵タンクの津波被害シミュレーションツール（消

防庁）」により算出した流出量から，被災時の想定最大流出量

を求めている。 
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 この大阪府の報告書の特徴として，定性的に評価を行う事

象に関して，連鎖と複合の考え方に基づいた被害想定シナリ

オ案を作成している。単独の災害事象を列挙するだけではな

く，さらにその次に起こるうる連鎖的なシナリオについて， 
災害が複合的に重なった場合も含めている。 
さらに，短周期地震耐震対策，長周期地震動対策，津波に

よる災害対策，液状化対策について，具体的に方策が示され

ている。 
3.3 石油コンビナートの包括的防災アセスメントと包括的リ

スク管理 
 上記の大阪府の報告書で提案されている被害想定シナリオ

案では，南海トラフ巨大地震に起因する地震動や津波により，

石油コンビナート地区で発生が想定される災害とその影響に

ついて，地区内と地区外に分けて記述されている。その中に

は，周辺地域の住民の生命・財産の安全，工場労働者の生命

の安全，周辺地域の住民の生活の維持に繋がる陸上のサプラ

イ・チェーンの確保，海上物流の確保，海上からの災害復旧

活動の確保に密接に関係する事象の説明はあるが，防災アセ

スメントの定量評価にまで至っていない。低リスク社会の実

現のためには，地区内の防災アセスメントばかりでなく，周

辺地域の住民の生命・財産の安全，工場労働者の生命の安全，

周辺地域の住民の生活の維持に繋がる陸上のサプライ・チェ

ーンの確保，海上物流の確保，海上からの災害復旧活動の確

保を含んだ包括的防災アセスメントの構築が緊急の課題であ

る。この定量的な評価を行うには，上記の観点に関する流出

油の拡散と火災シミュレーション技術，ガス爆発シミュレー

ション技術の開発と，海上物流の安全や海上からの災害復旧

活動の安全に関するシミュレーション技術の開発を新たに行

う必要がある。  
 包括的防災アセスメントを用いると，それぞれの危険源に

対して，リスクを見積もることができる。許容可能でないリ

スクが残っていれば，再び安全方策を施すことにより許容可

能なリスクまで低減することが要求される。このような包括

的リスク管理の構築が必要である。船舶の分野では，国際海

事機関（IMO）でリスク管理の手法の応用として開発された

規則作成ツールである総合的安全評価法（FSA）13)がある。

FSA は以下の 5 つのステップから構成されている。ステップ

１：ハザードの同定，ステップ２：リスク評価，ステップ３：

リスク軽減措置の立案・検討，ステップ４：費用対効果の評

価，ステップ５：意思決定のための勧告。この FSA は規則改

正において，規則改定案の選択肢と規則改定案の客観的根拠

を示すツールとして活用されている。この FSA の考え方は，

包括的リスク管理の構築に有用であると思われる。 
 

 

 
Fig.4 FSA flow chart13) 
 
2015 年 3 月に大阪で開催された国際シンポジウム「大規模

工業地帯への自然災害の影響」では，幾つかの Natech のリ

スク管理に関するいくつかの考え方が示された。 

Salzano14)は，地震や津波による Natech の被害の特徴として，

複合事象が同時に発生し，お互いに影響しあい，色々な安全

策の許容範囲を超えて，制御不能になる確率が高くなること

を示した。地盤リスク評価では，地上石油・ガスタンクの転

倒，滑動，離脱，ガスタンクと接続するパイプラインの座屈，

スロッシング，液状化などの事象が重要となる。また Natech
の被害のイベント・ツリーの表現では，被害の要因と被害事

象の関係に，ちょうネクタイの考え方を用いて，リスク評価

を行っている。被害の要因に対して壊れやすさを 5段階に分

け，被害事象を 3段階（一部損失，かなりの損失，完全損失）

にわけ，その間の関係を確率的に表現している。地上の加速

度をベースに，これまで実際の事象から，係数を決め，リス

ク評価を行っている。 

Fendler 15)は，Natech リスク管理に関する技術規則の開発に

ついて説明があった。2002 年に発生したドイツでの洪水によ

って市街地への油流出があった。ドイツでは気候変動の影響

によって，洪水，突風，積雪の被害が増大する傾向にある。

これらの事象のリスク評価と安全管理は，被害要因解析，被

害リスク解析，被害軽減対策の検討，被害軽減対策の選定と

行動計画の策定の段階から成り立っている。特徴的な点は，

気候変動による影響を，年代を分けて，年が経過するほど，

大きくとっていることである。 
Krausmann16)は，地震による Natech のリスクマップの簡易

作成法について提案があった。リスクマップの作成では，科

学的ツールモジュール，自然災害と Natech 被害，施設とプロ

セスユニット，リスク評価のモジュールから成り立っている。

例として，イスタンブールでの地震による油流出を扱ってい

る。 
小野 17) は， Natech を含んだ港の Business Continuity 

Plan(BCP)について，従来の企業単独の BCP に対して，港全

体の物流のリスク評価が含まれることになり，さらに災害に

粘り強いコミュニティを形成するには，地方自治体の参加が

不可欠であること，一方，Natech を含んだ港の BCP の考え方

の透明性を確保することが重要であることを指摘した。 
柚井 18)は，海洋利用における包括的環境影響評価指標を使
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って，油タンカーの二重船殻構造化を評価する試みを示した。

包括的環境影響評価指標は，環境リスクと経済性の概念を統

合したものであり，エリアの適正規模（環境収容力）をどれ

くらい超えた経済活動をしているかを表すエコロジカル・フ

ットプリントという概念と，生態リスク，コスト，ベネフィ

ットを使っている。 
 

4 章 認証制度を含む包括的な国際安全基準 

 機械の国際安全規格は，ISO/IEC ガイド 5119)を中心に，機

械類の安全性－基本概念，一般設計原則規格を扱う ISO 12100
と，リスクアセスメント規格を扱う ISO 14121 などから，階

層的に成り立っている。特徴は，製品のライフサイクル全般

に渡って安全を組み込む（設計，製造，流通，使用，保守，

解体，廃棄等）ところにある。また第三者機関による認証取

得が前提となっている。 
一方，海洋構造物の安全基準について，2010 年のメキシコ

湾における海底生産システムからの大量の油・ガスの流出事

故（GoM spill）後，アメリカ，イギリス，ノルウェーが中心

となり，見直しを行った 20)。アメリカは，GoM spill 以前は，

コマンド・アンド・コントロール式と呼ばれる規制内容を決

定し，政府あるいは規制機関はそれに基づき規制を行う考え

方を取ってきた。一方，イギリスとノルウェーは，工業，労

働者，政府によって作り上げられた予めリスクを予見し，そ

のリスクを低めるリスク管理式を取ってきた。GoM spill を契

機に，アメリカ，イギリス，ノルウェーの間で，第 3 者機関

による検証を含み，事故が起こる前に実施する二つの方式を

取り入れた基準作りが進んでいる。 
世界的な趨勢として，石油コンビナート施設の安全ばかり

でなく，住民や工場労働者の安心・安全，陸上のサプライチ

ェーン，海上物流や海上災害復旧活動の安全を確保し，第三

者機関による認証制度を含む国際的な包括安全基準の策定が

望まれる。 
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